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 山口市立図書館では、デジタル技術を活用し、マイナンバーカード、

スマートフォン（デジタル利用カード）による図書館資料の貸出しサー

ビスを令和５年１１月１０日から開始します。 

 

①マイナンバーカードによる貸出サービス（山口県内初） 

▼マイナンバーカードを貸出カウンターでカードリーダーに読み込ませ

ることにより、資料の貸出し手続きができます。 

▼マインバーカードを利用する場合には、事前にマイキーＩＤの発行と、

図書館でのマイキープラットフォームへの登録手続きが必要となります。 

 

②スマートフォン（デジタル利用カード）による貸出サービス 

▼山口市立図書館公式ウェブサイト内「利用者のページ」画面の「Ｗｅ

ｂ利用者カード」をタッチすることでスマートフォンの画面に図書館利

用カードのバーコード及び利用番号を表示させ、資料貸出し手続きがで

きます。 

 

 

①、②とも、自動貸出機や地域交流センターでの予約本の受け渡しはサ

ービス対象外となりますので、これまでどおり図書館利用カードが必要

です。 

 

 

問合せ先 

 

山口市立中央図書館 

（山口市中園町７－７ 山口情報芸術センター内） 

電話  083-901-1040 

E-mail info@lib-yama.jp 

 

 

 

件 名： 
山口市立図書館におけるマイナンバーカードやスマートフォンを活用し

た図書館資料貸出しサービスの開始について 

担当課： 教育委員会事務局 中央図書館 管理担当 （電話：083-901-1040） 

（様式４） 
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